福岡県東峰村地域おこし協力隊インターン募集要項

1 目的
東峰村では地域力を維持・強化する担い手の確保が重要な課題となっており、新たな担い手となる地域おこし協力隊等の多様な人材を積極的に育成し、連携・協働することで地域を活性化し、移住・定住の促進を図っています。
新たに地域おこし協力隊インターンの受け入れを開始し、地域おこし協力隊としての実際の活動や地域の状況、生活等について具体的にイメージしてもらうことで、着任後のミスマッチを防止し、もって任期満了後の定着率の向上を目的とします。

2 応募条件
(1)三大都市圏をはじめとする都市地域等に居住する方
　※都市地域等が不明の方はご連絡ください。
(２)パソコン（ワード・エクセル等）の一般的な操作ができる方

3 求められる人物像
○ 明るく前向きで、発想力豊かでフットワークの軽い方
○ 持続可能な地域づくり・生業の創出に意欲を持っている方
○ 地域住民とコミュニケーションをとりながら協力して活動していただける方
〇 心身が健康で、かつ地域の活性化に意欲があり、行政や地域住民とのコミュニ
ケーションが図れる方

4 活動内容
〇 インターン希望者からの提案を基に東峰村役場の各課の業務に従事していただきます。
【主な業務】
・地域の維持活性化に係る支援活動
・農林水産業の振興に係る支援活動
・伝統文化等の伝承及び地域行事への支援活動
・都市圏や地域間交流等ツーリズムの推進活動
・観光、特産品その他の地域資源の発掘及び商品開発、流通販売の企画支援
・インターネット等の活用による地域の情報発信活動
・その他、村長が必要と認めた活動

※勤務場所は東峰村役場の関係課に籍を置きます。
また、活動内容の提案は応募用紙にご記入の上ご応募ください。
（必ずしもご提案の内容を実施できるとは限りません）。


5 募集人数
 　２名程度

6 委嘱期間
令和８年４月から２週間以上３か月以下の期間とします。
※期間に関しては、村と応募者で協議します。

７　勤務時間
（１）勤務日数：原則週５日（月２０日程度、土・日曜日、祝日の勤務有り）
（２）勤務時間：原則８時３０分から１６時３０分（１日７時間、休憩１時間）

８ 報償費
日額10,683円（住居の借上費を含む。）
※支給時には、社会保険料、源泉所得税が控除されます。

９ 待遇及び福利厚生
(１)委嘱期間中の宿泊については、村内の宿泊施設（1泊2,000円）が利用できま
す。

10 応募手続
(1)受付期間
　　　 令和８年３月１１日（水）～令和８年３月１6日（月）１７時まで
（必着としますのでご注意ください。）
(2)提出書類（郵送・メール可）
・東峰村地域おこし協力隊インターン応募用紙（様式１）
・活動目標レポート（様式２）
・住民票抄本（写しでも可、発行日から３ヶ月以内のもの）
【記入上の注意事項】
応募用紙には住民票を有する住所の記載をしてください。
※提出された個人情報については本募集のみに使用し、その他の目的には使用   
しません。 
(3)応募先及びお問い合わせ先
〒838－1792
福岡県東峰村大字宝珠山6425
東峰村役場ふるさと推進課　担当：稲𠮷
電話番号：0946-72-2312　ファックス番号：0946-28-7723
メールアドレス：furusui@vill.toho.fukuoka.jp



11 選考方法
応募用紙による書類審査及び面接（オンライン可）を実施します。
採用面接は令和8年3月下旬に実施予定です。
日程については、後日、別途通知します。

12 選考結果の通知
採用面接終了後、概ね１週間程度で結果をお知らせします。

１3．その他
この公募は、令和８年度予算成立後、速やかに事業を開始できるよう、予算成立
前に募集の手続を行うものです。
地域おこし協力隊インターン候補者の決定及び予算の執行は、令和８年度予算
の成立が前提であり、今後の内容等が変更になることもありますので、予めご了
承ください。
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